
 

 

 

  

 

【小規模事業者持続化補助金】とは、小規模事業者（※1）の事業の

持続的発展を後押しするため、商工会議所・商工会の支援を受けて

経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の

一部（補助率 2/3・最大 50万円）を補助するものです。 

このセミナーでは、補助金のメリット・デメリット、経営計画書の

書き方のポイントなどを学びます。 

応募をお考えの方、補助金を活用したい方は必見です！ 

 

 
  
 

＊駐車場はございません。近隣のコインパーキングをご利用ください。 

TEL：089-948-8035 E-Mail:top@mirajob.jp 

http://www.mirajob.jp  

  
 

 

未・来 Job まつやま 

主催（松山市民しごと創造ワンストップ支援事業）

（松山銀天街 GET！4階）

お 申 込 み ・ お 問 合 せ 

＊予約したセミナーをキャンセルする場合は必ず事前にご連絡ください。 

無断欠席をされた場合、今後セミナーの受講をしていただけなくなることもございます。ご了承ください。 

  

※1 小規模事業者は、製造業、その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社及び個人事業主であり、 
常時使用する従業員の数が 20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)に属する事業を主たる
事業として営む者については 5人以下)の事業者です。 

 

 

 

◆講師  森田 正雄(未・来 Jobまつやま所長 中小企

業診断士) 

 


